
  

様式第３号（第１３条関係） 

 

会議録 

会議の名称 定例庁議 

開催日時 
令和７年１１月１２日（水）午前８時５４分から 

午前９時４０分まで 

開催場所 朝霞市役所 別館２階 全員協議会室 

出席者の職・氏名 

【出席者】 

松下市長、宇野副市長、二見教育長、又賀市長公室長、 

千葉危機管理監、濵総務部長、紺清市民環境部長、 

佐藤福祉部長、堤田こども・健康部長、松岡都市建設部長、 

村沢審議監兼まちづくり推進課長、田中会計管理者、 

益田上下水道部長、稲葉議会事務局長、福士学校教育部長、 

奥山生涯学習部長、 

小笠原監査委員事務局長兼選挙管理委員会事務局長 

 

（担当課１） 

櫻井市長公室次長兼政策企画課長、齋藤同課主幹兼課長補佐 

 

（担当課２） 

金子総務部次長兼財政課長、榎本同課主幹兼課長補佐 

 

（担当課３） 

関口学校教育部次長兼教育総務課長、河本同課主幹兼課長補佐、

佐賀同課学校施設係長 

 

（事務局） 

櫻井市長公室次長兼政策企画課長、齋藤同課主幹兼課長補佐、 

下川同課政策企画係主任 

欠席者の職・氏名 欠席者なし 

議題 

１ （仮称）朝霞市福祉等複合施設の機能および配置計画の 

再検討について 

２ 朝霞市中期財政計画（令和８年度～令和１２年度）（案） 

３ 朝霞市学校施設長寿命化計画（第２期）（素案） 

４ 令和７年第４回朝霞市議会定例会提出議案 



  

会議資料 

（議題１） 

・【資料１－１】（仮称）朝霞市福祉等複合施設の機能および配置 

計画の再検討について 

・【資料１－２】東武東上線朝霞台駅再整備に伴う朝霞台駅周辺 

エリアにおけるまちづくりに関する協定（案）  

※一部抜粋 

 

（議題２） 

・【資料２】朝霞市中期財政計画（案） 

 

（議題３） 

・【資料３】朝霞市学校施設長寿命化実施計画（第２期）（素案） 

概要 

・【資料４】朝霞市学校施設長寿命化計画（第２期）（素案） 

 

（議題４） 

・令和７年第４回朝霞市議会定例会提出議案 

（第７２号～第８７号） 

会議録の作成方針 

 □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 ■要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こ 

した場合の当該電磁的記録の保 

存期間 

□会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 出席者の確認及び事務局の決裁 

傍聴者の数 － 

その他の必要事項 なし 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

 

【開会】 

 

【議題】 

１ （仮称）朝霞市福祉等複合施設の機能および配置計画の再検討について 

 

【説明】 

（担当課１：櫻井市長公室次長兼政策企画課長） 

資料１－１をご覧いただきたい。 

（仮称）朝霞市福祉等複合施設については、今年度中に実施計画がまとまり、来年度か

ら工事着工の流れを予定しているが、２点目、再検討の背景となる環境の変化として、（仮

称）朝霞市福祉等複合施設に近接する東武東上線朝霞台駅の駅舎改築が将来的に見込ま

れ、これに伴い、駅周辺エリア都市機能、人の流れ、利便性等が大きく変わる可能性があ

る。 

また、東武鉄道株式会社とはこれまで、令和６年８月１日付けで、朝霞台駅再整備及び

駅前広場等周辺環境の整備の検討推進に関する覚書を取り交わし、検討を進めていると

ころだが、令和７年１０月６日に東武鉄道株式会社から東武東上線朝霞台駅再整備に伴

う朝霞台駅周辺エリアにおけるまちづくりに関する協議の開始について申し出があり、

市は東武鉄道株式会社との間で、駅や広場のみならず駅周辺エリアについても価値の向

上などに繋げていくため、協定の締結に向けて協議を進めている。 

資料１－２をご覧いただきたい。 

現在、協議中の協定案の一部を抜粋したものである。 

目的としては、対象地域の個性・特色及び強みを生かしながら、持続可能なまちの実現

を目指し、市と東武鉄道株式会社が連携・協力して検討・推進していくこととし、取り組

み事項としては、朝霞台駅再整備に伴う駅前広場等の周辺環境の整備に関することや同

駅再整備に伴う駅・駅周辺の必要な機能及び配置の検討に関することなどを位置付けて

いる。 

資料１－１の３点目、朝霞台駅周辺まちづくりの推進として、協議を進めている協定に

より、東武鉄道株式会社と連携し、駅を中心としたまちづくりを推進し、朝霞台出張所や

リサイクルプラザなど近隣の公共施設も含めて、必要な機能と配置を一体的に検討する

もので、市民にとって複合的で利便性の高い公共拠点を形成することも想定されている。 

１点目の計画再検討の必要性と４点目の一体的・総合的再検討の目的だが、（仮称）朝

霞市福祉等複合施設についても朝霞台駅周辺エリアにあることから、単独で進めるので

はなく駅周辺の整備計画と歩調を合わせることとし、近隣での大規模なインフラ整備の

将来的な見通しを踏まえ、計画の最適化を図るため、近接する既存公共施設も含めたエリ

アを対象に一体的かつ総合的に再検討することが最善であると判断した。 

溝沼浄水場跡地の利活用が駅周辺整備の核となり、地域ニーズに応える生活・交流・福

祉等の複合拠点となるよう長期的な視点からその機能と配置の最適化を図っていきたい

と考えている。 

説明は以上である。 

 

（又賀市長公室長） 

本件については政策調整会議で審議している。 
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政策調整会議の審議について報告する。 

「これまで進めてきた実施計画等は白紙になるのか。」との質問に対し、「白紙になる

わけではなく、駅舎や駅周辺の整備、近隣の公共施設も含めて一体的に検討するために

一旦保留するものである。」との回答があった。 

次に、「朝霞台駅再整備に伴う朝霞台駅周辺エリアにおけるまちづくりに関する協定は

いつごろ締結する予定か。」との質問に対し、「年内には締結できるよう進めている。」と

の回答があった。 

最後に、「住民説明会は考えているのか。」との質問に対し、「広報への掲載を考えてい

る。」との回答があった。 

これらの審議の結果、原案のとおり庁議に諮ることとした。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

 原案のとおり決定する。 

 

【議題】 

２ 朝霞市中期財政計画（令和８年度～令和１２年度）（案） 

 

【説明】 

（担当課２：金子総務部次長兼財政課長） 

資料２をご覧いただきたい。 

本計画は、これまで毎年度、総合計画実施計画に合致させながら５年間の中期的な財

政推計を作成してきたが、今回改めて、持続可能な行財政運営を行っていく観点から財

政計画として策定したものである。 

１ページをご覧いただきたい。 

財政計画策定の目的だが、中期的な財政収支の見通しを立てることにより、現在及び

将来における課題点を捉え、将来の財政運営の健全性を確保するための方策を明らかに

するとともに、総合計画実施計画に掲げられている施策を実施する上で、事業の選択や

位置付けをする際の指針とし、持続可能な行財政運営を行うために策定するものとして

いる。 

次に、財政計画策定の基本的な考え方だが、計画期間は流動的な社会情勢等から中期

計画とし、令和８年度から令和１２年度までの５年間としている。 

会計単位は一般会計で、計画の見直しは毎年度行うものとしている。 

続いて、本市の財政状況だが、令和２年度から令和６年度までの過去５年間の歳入の

状況、歳出の状況、基金の状況、市債の状況、標準財政規模の推移、財政指標を掲載して

いる。 

次に４ページの中期財政計画をご覧いただきたい。 

歳入・歳出の見通しとして、歳入・歳出とも令和７年度は当初予算が骨格予算だったた

め、当初予算額と６月補正額の合計を記載し、令和８年度から１２年度については、過去

の実績や歳出の事業費の額の伸びなどを考慮し、積算したものとなっている。 

なお、推計方法については、５ページ、６ページ目に記載している。 

４ページに戻り、歳入の主なものであるが、市税の個人市民税は税制改正や生産年齢

人口、過去の実績の推移を、固定資産税及び都市計画税は評価替えやあずま南地区土地

区画整理を基に見込み、他の税目は実績等を踏まえ見込んだものになっている。 
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次に、国県支出金は、現行の補助制度の対象事業を前提に、扶助費の伸びに合わせ、国

庫支出金は２分の１を、県支出金は４分の１の増を見込むほか、今後の大型事業に係る

額についても見込んでいる。 

次に、繰入金は、公共施設マネジメント基金繰入金として、継続費や建物系公共施設マ

ネジメント実施計画等を基に見込んだ額となっている。 

なお、財政調整基金は見込まないものとしている。 

次に、市債は、普通建設事業債に係る額を見込んでいる。 

続いて、歳出だが、人件費は人事院勧告や人員配置、過去の実績を踏まえ見込んでい

る。 

次に、扶助費は過去の実績を踏まえ見込んでいる。 

次に、公債費は、発行済みの市債の元利償還金に各年度における発行予定額の償還金

を見込んでいる。 

次に、普通建設事業債は、令和７年度当初予算額の経常的な額に、令和７年度までに設

定された継続費や今後の大型事業、建物系公共施設マネジメント実施計画等で予定して

いる事業を加えた額を見込んでいる。 

なお、歳出については、今後見込まれる大型事業や建物系公共施設マネジメント実施

計画等で予定している事業の額を加えて積算しているが、新規拡充事業の額は見込むこ

とが難しいことから、計画には反映していない。 

これら各年度の歳入額から歳出額を差し引いたものを、歳入と歳出の差額として数値

を示している。各年度、歳出額の方が大きく、差額としてはマイナスとなっており、この

マイナスは、ゴミ処理広域化による建設が完了する令和１１年度がピークとなり、令和

１２年度は歳入と歳出の差額は減るもののマイナスとなっている。 

続いて、これらの推計から積算した財政調整基金の年度末残高見込みであるが、令和

１１年度では、基金残高は約８，３００万円となっているが、令和１２年度以降、マイナ

スになる見込みである。 

次に、６ページの財政運営判断指標の目標値をご覧いただきたい。 

これらの状況から、経常収支比率は目標値を９０％から９５％、財政調整基金残高は

２５億円から３０億円として目標値を設定した。 

次に、７ページの財政見通しに係る課題と対応をご覧いただきたい。 

課題として、経常収支比率がここ数年９７％を超えており、財政に柔軟性を持たせる

ことが課題であること、また、扶助費や人件費の経常的経費の増加やごみ処理広域化事

業の実施などにより、厳しい財政状況となっていることから、新たな行政需要に的確に

対応するためには、財政構造の柔軟性や財政運営の安定性を確保することにより、長期

的な視点で持続可能な行財政運営に取り組む必要があることを述べている。 

次に、対応だが、財政構造の柔軟性の確保として、経常収支比率について低減を図るこ

ととし、財源の確保、経常的経費の縮減、特別会計等の独立採算化を挙げている。また、

この対応については、行政改革推進基本方針及び令和８年度行政改革推進実施計画の取

り組みの中で実施していきたいと考えている。 

次に、財政運営の安定性の確保として、財政調整基金を２５億円から３０億円程度の

確保に努めること、財政調整基金からの繰入れを極力抑えた予算編成に努めること、公

共施設マネジメント基金は、基金の残高を踏まえ計画的に積み立てを行うこと、市債の

活用については、後年度に過重な負担を強いることがないよう事業の選択、実施時期の

精査、残高見込み等も勘案することとしている。 

なお、この中期財政計画については、庁議にて承認いただいた後、市議会議員に情報提

供するとともに、市ホームページで公開したいと考えている。 

説明は以上である。 
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（又賀市長公室長） 

本件については、政策調整会議で審議をしている。 

政策調整会議の審議結果を報告する。 

「財政調整基金が令和１２年度からマイナスに転じているが、主な理由は何か。」との

質問に対し、「朝霞和光資源循環組合の負担金の支払いと扶助費の増額が大きな要因であ

る。」との回答があった。 

次に、「この計画を策定し公表する目的は何か。」との質問に対し、「厳しい財政状況で

あることを議員や市民に認識してもらい、行政改革実施計画でより厳しく取り組む必要

があることを、財政的なデータで裏付けている。」との回答があった。 

最後に、「中期計画とは５年でよいのか。」との質問に対し、「中期の期間に決まりはな

く、国では３年間としていることもある。１０年間の計画だと不確実性が高まってしま

うため、まずは５年間の計画として策定している。」との回答があった。 

これらの審議の結果、必要に応じて修正し、庁議に諮ることとした。 

 

【意見等】 

なし 

 

【結果】 

原案のとおり決定する。 

 

【議題】 

３ 朝霞市学校施設長寿命化計画（第２期）（素案） 

 

【説明】 

（担当課３：関口学校教育部次長兼教育総務課長） 

資料３をご覧いただきたい。 

策定の経緯だが、朝霞市の学校施設の多くは、昭和４０年代後半から５０年代の児童

生徒が急増した時期に建設され、小中学校全１５校のうち、築４０年以上の学校施設が

５割を占め、経年による老朽化が進んでいる。 

令和２年３月に策定した朝霞市学校施設長寿命化基本方針と令和３年２月に策定され

た朝霞市公共施設等マネジメント実施計画を合わせて、朝霞市学校施設長寿命化計画と

位置付けていたが、今回の計画改定に合わせて、学校施設の改築や改修等についての具

体的な実施方針・実施計画を位置付けるものとして、本計画を策定するものである。 

計画策定は令和６年度から検討を開始し、策定に当たっては、教育委員会内で６回、庁

内で５回の検討委員会を実施し、検討を重ねてきた。 

次に、計画期間だが、第２期の計画期間として、令和８年度から令和１７年度の１０年

間の計画としている。 

次に、対象施設だが、校舎、屋内運動場、プール施設である。 

なお、給食調理設備を除く自校給食施設と校舎内にある放課後児童クラブ及び防災倉

庫は、校舎と一体の改修が想定されるため、本計画の対象施設としている。 

計画書の構成だが、資料４をご覧いただきたい。 

「はじめに」の第１章以降、「第２章 学校施設の実態」、「第３章 学校施設の目指すべ

き姿と課題」、「第４章 学校施設整備の基本的な方針」、「第５章 学校施設の長寿命化に

向けた改修計画」、「第６章 学校施設の改築や改修、維持管理の効率化手法の事例」、「第

７章 長寿命化に向けた今後の取組」となっている。 

次に、本計画の主要な部分である改築・改修の優先度及び実施計画について説明する。 
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計画書の３１ページをご覧いただきたい。 

改築の優先度だが、各学校の建物の築年数や劣化状況等の健全度により判定した結果、

改築を行う学校の優先順位については、朝霞第二中学校、朝霞第二小学校、朝霞第一小学

校、朝霞第三小学校の順に実施することとしている。 

なお、健全度の総評については、２１ページに記載している。 

老朽化状況の総評の１点目、構造躯体の健全性評価において、第二中学校の一部の校

舎について、コンクリート圧縮強度が長寿命化対象施設の判定値である１３．５Ｎ/㎟を

下回っているが、コンクリート圧縮強度の低い建物が直ちに危険というわけではなく、

耐震補強工事も適切に実施し、安全性を確保している旨を追記している。 

続いて、３４ページをご覧いただきたい。 

長寿命化改修の優先度である。建物の劣化状況等の健全度により判定した結果、長寿

命化改修を行う学校の優先順位については、朝霞第三中学校、朝霞第四中学校、朝霞第七

小学校、朝霞第八小学校の順で着手することとしている。 

次に、３９ページをご覧いただきたい。 

改築や長寿命化の優先度を踏まえ、令和８年度から令和１７年度までの実施計画を作

成した。 

まず改築だが、優先順位１位の第二中学校は、令和１０年度から改築に係る国庫補助

金を受けられるか否かを判定する耐力度調査及び改築校舎の配置や日常の学校活動への

影響を最小限とするための工事計画などの改築基本計画を２年かけて検討していきたい

と考えている。 

その後、基本設計と実施設計で２年、改築工事と既存校舎の解体工事で４年間、合計８

年間の事業を見込んでいる。 

また、優先順位２位の朝霞第二小学校の改築事業が令和１４年度から、優先順位３位

の朝霞第一小学校は令和１７年度から、優先順位４位の朝霞第三小学校は令和２１年度

頃から改築事業に着手することを考えている。 

続いて、長寿命化改修だが、優先順位１位の朝霞第三中学校は令和９年度に劣化度調

査、令和１０年度に基本設計・実施設計、令和１１年度から令和１３年度の３年間で改修

工事と合計５年間の事業を見込んでいる。 

また、優先順位２位の朝霞第四中学校は令和１５年度から、優先順位３位の朝霞第七

小学校が令和２０年度から、優先順位４位の朝霞第八小学校は令和２３年度頃から事業

に着手することを考えている。 

最後に大規模改修だが、現在実施中の朝霞第十小学校に続いて、令和１２年度から朝

霞第一中学校、令和１４年度から朝霞第四小学校の大規模改修に着手することを考えて

いる。 

なお、この実施計画だが、計画期間の中間期の令和１２年度に見直しを図る予定であ

る。 

また、上位計画の改定に係る今後の計画見直しについては、実施計画表の下に、財政状

況や劣化状況のほか、上位計画の改訂や将来的な施設の方向性の検討結果に応じて見直

しを行うことを記載している。 

続いて、計画書４３ページをご覧いただきたい。 

今後の長寿命化等に係るコスト試算である。本計画の上位計画である公共施設等総合

管理計画では、建物を長く使うこと、長寿命化を図ることで、改修等のコストを平準化さ

せることとしているが、学校施設においては、表の①従来型と②長寿命化型を比較する

と、長寿命化を図る方がコストが増えてしまう結果となっている。この理由としては、学

校施設が築年数の古い建物が多いことに起因している。 

しかしながら、従来型で改築や改修を進めていくことは、改築対象校の４校をすぐに



  

6 

 

改築する必要があるなどの課題があるため、適宜修繕を行いながら、段階的に改築や改

修を行うことで、建物の老朽化と対策費用の平準化をバランスよく進めていきたいと考

えている。 

最後に、今後の予定だが、本日の庁議で承認いただいた後、全員協議会で計画の素案に

ついて報告をしたいと考えている。 

その後、市民コメント及び職員コメントを実施し、計画案を取りまとめたいと考えて

いる。 

説明は以上である。 

 

（又賀市長公室長） 

本件については、２回の政策調整会議で審議をしている。 

まず、１０月２７日の政策調整会議の審議結果を報告する。 

「朝霞第二中学校の改築の優先順位が高いのはわかるが、緊急性が高いのに１０年も

掛けて大丈夫なのか。」との質疑に対し、「まずは耐力度調査を行い、補助金の対象になる

のか判断したい。その後、基本計画の作成に２年間を見込んでいるのは、新しい教育方針

等を踏まえてどのような学校施設が必要なのか十分に議論するためである。」との回答が

あった。 

次に、「延命化すれば８０年までは使えるという認識でよいか。」との質疑に対し、「鉄

筋コンクリートや建物だと６０年の寿命だが、屋上防水や外壁改修工事を行い長寿命化

することで８０年までは使える見立てをしている。」との回答があった。 

次に、「朝霞第二中学校の改築工事にかかる概算費用は適正か。直近で実施した六小、

九小の増築工事を参考に単価を検討してもらいたい。」との質疑に対し、「直近の工事を

参考にして単価を見直す。」との回答があった。 

最後に、「工事の終了時期は変えずに、計画の始まりを後ろ倒しにすることはできない

か。」との質疑に対し、「令和８年度、９年度の基本設計に入る前であれば短縮できる余地

があると考えるため、検討したい。」との回答があった。 

続いて、１１月６日の政策調整会議の審議結果を報告する。 

「誤字等が見受けられるので、精査する必要がある。」との質疑に対し、「内容を精査

し、文章を見直す。」との回答があった。 

これらの審議の結果、必要に応じて修正し、庁議に諮ることとした。 

 

【意見等】 

なし 

 

【結果】 

原案のとおり決定する。 

 

【議題】 

４ 令和７年第４回朝霞市議会定例会提出議案 

 

【説明】 

（又賀市長公室長） 

 議案第７２号 第６次朝霞市総合計画基本構想である。 

本市は平成２８年度に令和７年度を目標年度とする第５次朝霞市総合計画を策定し、

各種の政策を推進してきたところであるが、令和７年度をもって計画期間が終了するこ

とから、朝霞市総合計画条例第４条の規定に基づき、本案を提出するものである。 
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本構想を策定するに当たっては、市民意識調査や分野別市民懇談会により、市民の参

加に努めたほか、朝霞市総合計画審議会を令和５年８月に設置し、１５回の慎重な審議

をいただき、本年１０月８日に答申をいただいた。 

本構想は、将来像に「だれもが誇れる 暮らしつづけたいまち 朝霞」を掲げ、「将

来像実現のための基本方向」と「共通理念」で構成している。 

なお、第６次総合計画は、令和８年度から令和１７年度までの１０年間を計画期間と

している。 

 

（濵総務部長） 

 議案第７３号 令和７年度（２０２５年度）朝霞市一般会計補正予算第３号である。 

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ、３億６，１８５万９，０００円の増額で、これ

を含めた累計額は、５５１億４，１７０万２，０００円となっている。 

継続費の補正については、仲町市民センター施設改修事業について、総額及び年割額

を変更するほか、市道２１６８号線道路擁壁改修事業について廃止するものである。 

繰越明許費については、戸籍システム及び戸籍附票システム標準化事業などについ

て、年度内に完了することが困難なため、翌年度に繰り越すものである。 

債務負担行為の補正については、議長車等運行業務事業など１０事業について、来年

度以降に滞りなく事業を執行するため設定するものである。 

地方債補正については、道路改良事業債など３件の地方債について、借入限度額の変

更を行うものである。 

それでは、歳入歳出の概要を説明する。 

まず歳入であるが、国庫支出金は、社会資本整備総合交付金などを減額する一方、新

たに地域診療情報連携推進費補助金などを計上するほか、障害者自立支援給付費負担金

などを増額することにより、３億２，５６２万２，０００円増額している。 

県支出金は、障害者自立支援給付費負担金などを増額することにより、１億５，７９

４万１，０００円増額している。 

寄付金は、新たに衛生費寄附金などを計上することにより、１８４万円増額してい

る。 

繰入金は、公共施設マネジメント基金繰入金を減額する一方、財政調整基金繰入金を

増額することにより、３億８，５７５万円増額している。 

諸収入は、地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金に係る返還金を計上する一

方、新型コロナウイルスワクチン接種費用助成金を減額することにより、６，６２９万

４，０００円減額している。 

市債は、道路改良事業債などを減額することにより、４億４，３００万円減額してい

る。 

次に、歳出であるが、職員等の給与改定及び人事異動等に伴う人件費補正を含めて計

上している。 

まず、議会費は、議員報酬を減額することなどにより、８５８万３，０００円減額し

ている。 

総務費は、機構改革に伴い庁舎等管理工事や庁用器具購入費などを増額する一方、標

準準拠システム借上料や仲町市民センター施設改修工事などを減額することにより、１

億１，１２２万１，０００円減額している。 

民生費は、介護給付・訓練等給付費負担金や生活保護費を増額することなどにより、

８億７，０１４万４，０００円増額している。 

衛生費は、各種個別予防接種委託料などを減額する一方、新たに保健センターのＬＡ

Ｎ配線工事を計上するほか、クリーンセンターの光熱水費を増額することなどにより
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８，８１１万５，０００円増額している。 

農林水産業費は、勤勉手当を減額することなどにより、２６６万９，０００円減額し

ている。 

商工費は、産業文化センター指定管理料を増額することなどにより、６１万８，００

０円増額している。 

土木費は、側溝清掃委託料や市道２号線道路擁壁改修工事に係る家屋調査委託料など

を増額する一方、市道２１６８号線道路擁壁改修事業に係る道路改良工事などを減額す

ることにより、４億２，６１９万円減額している。 

教育費は、新たに東朝霞公民館施設改修工事を計上するほか、小学校の通級指導教室

整備に係る校用器具購入費や校舎改修工事を増額することなどにより、７，７３７万

３，０００円増額している。 

公債費は、借入額の確定に伴い、１億２，５７２万８，０００円減額している。 

以上が、今回の補正概要である。 

 

（益田上下水道部長） 

議案第７４号 令和７年度（２０２５年度）朝霞市水道事業会計補正予算第２号であ

る。 

今回の補正予算は、職員の人事異動及び人事院勧告に基づく給与改定に伴うものであ

る。 

補正の概要として、収益的支出であるが、損益勘定支弁職員の給与費を６１７万５，０

００円増額するものである。 

以上が、今回の補正概要である。 

 

（益田上下水道部長） 

議案第７５号 令和７年度（２０２５年度）朝霞市下水道事業会計補正予算第２号で

ある。 

今回の補正予算は、下水道使用料の改定に係る経費及び人事院勧告に基づく給与改定

等に伴うものである。 

補正の概要として、まず、収益的支出であるが、下水道使用料の改定に係るシステム改

修及び周知を実施するため、委託料及び印刷製本費を３４９万２，０００円増額するも

のである。 

次に、資本的支出であるが、資本勘定支弁職員の給与費を７０４万７，０００円増額し

ている。 

なお、資本的支出の増額に伴う資本的収支の不足額は、建設改良積立金で補てんする

ものである。 

以上が、今回の補正概要である。 

 

（又賀市長公室長） 

 議案第７６号 朝霞市部室設置条例の一部を改正する条例である。 

改正内容については、福祉部とこども・健康部の２部を福祉部、健康部、こども部の

３部に再編することに伴い、所要の改正を行うものである。 

なお、この改正については、令和８年４月１日から施行したいと考えている。 

 

 

（小笠原監査委員事務局長兼選挙管理委員会事務局長） 

議案第７７号 朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙運動用自動車の使用
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等の公営に関する条例の一部を改正する条例である。 

改正内容については、国の選挙における選挙運動の公費負担の限度額が引き上げられ

たことに伴い、市議会議員及び市長選挙における選挙運動に係る公費負担の限度額を、

国の選挙に応じて引き上げるものである。 

なお、この改正については、令和８年１月１日から施行したいと考えている。 

 

（又賀市長公室長） 

 議案第７８号 朝霞市職員定数条例の一部を改正する条例である。 

改正内容については、今後の地域共生社会に向けた仕組みづくりやこども政策の推

進、老朽化する公共施設の更新や維持管理などに人的に対応する必要があることから、

市長の事務部局を６４３人から６８２人に３９人増員するものである。 

この改正により市全体の職員定数は８６９人となる。 

なお、この改正については、公布日から施行したいと考えている。 

 

（濵総務部長） 

 議案第７９号 朝霞市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例である。 

改正内容については、令和７年８月７日に行われた人事院勧告の趣旨を踏まえ、行政

職の職員の給料を平均で３．３０２％、金額で１万７９１円引き上げるとともに、令和

７年１２月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ０．０２５か月分、引き上

げ、令和８年度以降の期末手当及び勤勉手当の６月期と１２月期の支給月数を改め、通

勤手当については、自転車使用者のうち、１０ｋｍ以上の距離区分について、２００円

引き上げるとともに、自動車等使用者のうち、１５ｋｍ以上の距離区分について、４０

０円から７，１００円の幅で引き上げ、職員の職名について、「専門員」を「副主幹」に

改めるものである。 

なお、これらの改正のうち、給料、通勤手当及び令和７年１２月期の期末手当及び勤

勉手当の支給月数については、公布の日から、令和８年度以降の期末手当及び勤勉手当

の期別の支給月数、並びに職名の変更については、令和８年４月１日から施行したいと

考えている。 

 

（濵総務部長） 

 議案第８０号 市長及び副市長の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等

に関する条例の一部を改正する条例である。 

改正内容については、朝霞市職員の給与に関する条例において通勤手当及び期末・勤

勉手当の引き上げに係る議案を提出していることを踏まえ、市長、副市長及び教育長の

給与において、通勤手当を新設するとともに、期末手当について、令和７年１２月期の

支給月数を０．０５か月分引き上げ、令和８年度以降については、６月期と１２月期の

支給月数を改めるものである。 

なお、これらの改正のうち、令和７年１２月期の期末手当の支給月数については、公

布の日から、通勤手当の新設及び令和８年度以降の期末手当の期別の支給月数について

は、令和８年４月１日から施行したいと考えている。 

 

（紺清市民環境部長） 

 議案第８１号 朝霞市手数料徴収条例の一部を改正する条例である。 

改正内容については、地方公共団体情報システムの標準化に伴い、住民基本台帳の一

部の写しの閲覧方法が、紙の台帳の閲覧から、閲覧用のデータを抽出して対応する方法

になることから、１冊４，０００円から１件個人ごとに２００円となる手数料の改正を
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行うものである。 

なお、この改正については、令和８年１月１日から施行したいと考えている。 

 

（堤田こども・健康部長） 

 議案第８２号 朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例である。 

改正内容については、児童福祉法の改正に伴い、引用条項の整理を行うほか、国の基

準が改正されたことにより健康診断の規定の改正を行うものである。 

なお、この改正については、公布の日から施行したいと考えている。 

 

（堤田こども・健康部長） 

 議案第８３号 朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例及び朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例の一部

を改正する条例である。 

改正内容については、児童福祉法の改正に伴い、引用条項の整理を行うものである。 

なお、この改正については、公布の日から施行したいと考えている。 

 

（益田上下水道部長） 

 議案第８４号 朝霞市下水道条例の一部を改正する条例である。 

改正内容については、下水道施設の老朽化や物価上昇に伴う費用の増加、荒川右岸流

域下水道維持管理負担金の値上げなどに対応するために必要な財源を確保し、下水道事

業を健全かつ持続的に運営していくことを目的として、下水道使用料の改定を行うもの

である。 

なお、この改正については、令和８年４月１日から施行したいと考えている。 

 

（松岡都市建設部長） 

 議案第８５号 令和６年議決第６２号の一部変更についてである。 

概要については、東武東上線を跨ぐ浜崎陸橋の改修工事に係る協定について、令和６

年議決第６２号の一部を変更するものである。 

変更内容は、協定の金額を２億７，１１５万７，０００円から２億６，３２１万円に

減額するものである。 

 

（濵総務部長） 

 議案第８６号 人権擁護委員候補者の推薦に関する意見を求めることについてであ

る。 

内容については、朝霞市推薦の人権擁護委員のうち、陶山憲雅氏の任期が令和８年３

月３１日をもって満了となるが、同氏を再び委員に推薦したく、提案するものである。 

陶山氏の経歴については、令和５年４月から人権擁護委員として活躍中であり、次期

の任期についても引き続きお願いしたいと考えている。 

陶山氏は、人格、識見ともに高く、人権の擁護に関し深い理解と経験を有し、人権擁

護委員として最適な方であると確信している。 

 

（松岡都市建設部長） 

 議案第８７号 朝霞市駐車場設置及び管理条例を廃止する条例である。 

内容については、北朝霞駅東口広場、朝霞駅南口広場、朝霞駅東口広場の駐車場を民

間事業者に貸付するため、本条例を廃止するものである。 



  

11 

 

なお、本条例については、令和８年４月１日から施行したいと考えている。 

 

【意見等】 

なし 

 

【結果】 

提案のとおり、決定する 

 

【閉会】 

 

 


